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第１章 計画の趣旨

高知県消費者教育推進計画は、消費者教育の推進に関する法律（平成 24 年法律第 61

号。以下「推進法」という。）第 10 条第１項に基づき、「消費者教育の推進に関する基

本的な方針」（平成 25 年６月 28 日閣議決定。平成 30 年３月 20 日変更。以下「国の基

本方針」という。）を踏まえて定めるものです。

誰もが消費者教育を受けられるよう、様々な場で消費者教育を受ける機会を提供し、

被害に遭わない自立した消費者（自ら気づき、判断し、行動することができる消費者）

の育成とともに、よりよい社会の発展に寄与するエシカルな消費者 1を育成するために、

市町村や学校教育、関係団体など様々な主体と相互に連携・協働し、お互いの強みを

生かしながら、消費者教育を総合的、体系的に推進していくことを目的とします。

第１期の高知県消費者教育推進計画から６年が経過し、その間、国の基本方針の改

定による中間見直しは行っていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機

に接触や密集を避けるため、インターネットによる商取引やキャッシュレスでの購入

など非対面取引による消費が加速度的に広がっています。また、成年年齢の引下げ、

自然災害の激甚化・多発化、持続可能な開発目標（以下「ＳＤＧｓ」という。）の実現

に向けた動きなど、消費者行政を取り巻く環境は大きく変化しています。

そうした中、今回の高知県消費者教育推進計画の策定に当たっては、平成 29（2017）

年度から令和４（2022）年度までを計画期間とした第 1 期高知県消費者教育推進計画

の進捗状況等の分析・評価を行い、本県における課題等を整理した上で、新たに第２

期高知県消費者教育推進計画を策定するものです。

この計画は、国の基本方針を踏まえ、令和５（2023）年度から令和 11（2029）年度

までの７年間を計画期間とし、当該計画期間中に国の基本方針の中間見直しが行われ

た場合などには、本県の計画においても中間的な見直しを行います。

1 エシカルな消費者：人・社会・地域・環境に配慮した消費行動を行う消費者

第１節 計画策定の目的

第２節 計画期間
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電子マネーなど多くの種類や方法があります。）の比率が、令和３（2021）年には

３割を超えています。

インターネットの普及や決済手段の多様化・高度化は、消費者の利便性が著し

く向上した一方で、使いすぎ、カード情報の漏えい、キャッシュレス決済を悪用

した詐欺など、様々な消費者被害が発生する一因にもなっています。

（４）自然災害の激甚化・多発化、感染症の拡大

近年は、本県はもちろんのこと、全国各地で地震や台風、局地的な豪雨などで、

大規模な自然災害が起こっています。また、新型コロナウイルス感染症が国内外

で拡大するなど、社会や経済に大きな影響を及ぼす事象の発生が、県民生活に大

きな影響を及ぼしています。

災害発生時や感染症の拡大時においては、様々な誤った情報や不確かな情報が

ＳＮＳなどで瞬時に広く社会に拡散し、その情報に影響を受けた消費行動が起こ

ったり、心理的に不安定な状態になっている消費者につけ込む悪質商法で、消費

者被害やトラブルも発生しています。

（５）持続可能な社会の実現に向けた取組

国際連合が定めた「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」は、令和 12（2030）年ま

での国際目標で、17 の目標を達成することにより、誰一人取り残さない、持続可

能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けて取り組むものです。

このうち 12 番目の目標の「つくる責任 つかう責任」では、持続可能な生産と

消費について、事業者任せではなく消費者自らが意識を持ち、行動することが望

まれており、その中でも県で取り組んでいる食品ロス 5の削減は、資源の有効活用

や地球環境の改善につながる重要な課題となっています。

食品ロス削減をはじめ、プラスチックゴミへの対応など、消費者の行動が社会経

済や地域環境に大きな影響を与えることを認識し、日常生活において人や社会、

環境等に配慮した消費行動であるエシカル消費 6の実践などに社会全体で取り組む

ことが求められています。

的貨幣価値のデータの送受信によって行う仕組み。電子決済、オンライン決済ともいう。
4

スマートフォン決済：キャッシュレス決済の一つで、スマートフォンに搭載された NFC・FeliCa・Bluetooth

など無線通信系の技術を利用した非接触型決済と、インストールしておいたスマホのアプリを立ち上げて二次元

コードやバーコードを表示させ画面を店側に読み取ってもらったり、店側の二次元コードやバーコードをスマホ

で読み取る二次元コード決済の二種類に分けられる。
5 食品ロス：本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品のこと。
6 エシカル消費：消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事

業者を応援しながら消費活動を行うこと。
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おり、60 歳以上の人口の増加率を上回るペースで相談件数が増加しています。（図表

３）

一方、ＰＩＯ－ＮＥＴ 7に登録された全国の相談件数をみると、契約当事者が 60

歳以上の相談件数の割合は、平成 30（2018）年度のピーク以降減少傾向にありまし

たが、令和３（2021）年度には再び増加しています。（図表４）

【図 表 ２ 県 立 消 費 生 活 センター又 は市 町 村 相 談 窓 口 に寄 せられた消 費 生 活 相 談 に占 める年 代 別 契 約 当 事 者 の割 合 (令 和 ３年 度 )】

【図 表 ３ 消 費 生 活 相 談 件 数 の推 移 と人 口 割 合 の推 移 】

資料：県立消費生活センターに寄せられた消費生活相談件数及び総務省人口推計（各年 10 月 1 日現在）

（注 ）割 合 の数 値 は平 成 27 年 度 の数 値 を基 準 （＝100）としたときの割 合

7 PIO-NET：PIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステム）とは、国民生活センターと全国の消費生活セン

ターをネットワークで結び、消費者から消費生活センターに寄せられる消費生活に関する苦情相談情報（消費生

活相談情報）の収集を行っているシステムのこと。

※四 捨 五 入 の関 係 上 、構 成 比 の合 計 が 100 %にならない場 合 があります。（以 下 同 様 ）
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(１) 相談件数の推移

令和３（2021）年度に県立消費生活センターに寄せられた消費生活相談の件数は

2,223 件で、前年度（2,395 件）に比べ 7.2 パーセント減少しました。また、同じく

令和３（2021）年度に県内の市町村に寄せられた消費生活相談の件数は 2,776 件で、

前年度（3,065 件）に比べ 9.4 パーセント減少しました。

県立消費生活センターに寄せられた消費生活相談件数の推移を見ると、ピークを

迎えた平成 16（2004）年度以降は減少傾向が続いていますが、依然として 2,000 件

を超える相談が寄せられています。（図表１）

市町村の窓口に寄せられた消費生活相談件数の推移を見ると増加傾向にあり、平

成 29（2017）年以降の相談件数は、県立消費生活センターで受け付けた相談件数を

上回っています。また、消費生活センターが設置されている市町村（高知市、南国

市及び四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・三原村の６市町村からな

る幡多広域市町村圏事務組合）への相談件数が８割を超えています。

【図表 １ 県内の消費生活相談件数の推移 】

資料 ：県立消費生活センター「消費生活相談状況のまとめ」（～令和３年度 ）

(２) 年代別の契約当事者

令和３（2021）年度に県立消費生活センター又は市町村の相談窓口に寄せられた

消費生活相談は、契約当事者の年代別にみると、いずれも 70 歳以上の占める割合が

最も多く、また県立消費生活センターでは、60 歳以上の占める割合が相談件数の約

４割を占めています。平成 30（2018）年度当時の年代別割合と比較してもほぼ変化

はなく、高齢者が契約当事者となっている消費生活相談は依然として多い状況です。

（図表２）

令和３（2021）年度に 18 歳及び 19 歳が契約当事者となっている消費生活相談は

18 件となっています。従来から、20 歳未満と比べ、20 歳代で相談件数が急増する傾

向にありましたが（13 ページ参照）、成年年齢の引下げにより、18 歳及び 19 歳から

の相談件数の増加が懸念されます。

近年、県立消費生活センターに寄せられる相談件数は、全体では減少している一

方、契約当事者が 60 歳以上の相談が占める割合は増加傾向にあります。

また、本県では高齢者の人口割合が年々増加していますが、県の人口のうち 60 歳

以上が占める割合が、平成 27（2015）年から５パーセント増加している一方で、契

約当事者が 60 歳以上の相談が全相談件数に占める割合は 20.4 パーセント増加して

第２節 消費生活相談の状況等

H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

県 5,075 9,498 12,627 9,797 8,067 6,919 6,284 5,183 4,808 3,735 3,446 3,463 3,204 3,075 2,894 3,110 2,579 2,360 2,395 2,223

市町村 2,574 2,631 2,701 2,845 2,532 2,664 3,186 3,224 3,043 3,065 2,776

合計 5,075 9,498 12,627 9,797 8,067 6,919 6,284 5,183 4,808 6,309 6,077 6,164 6,049 5,607 5,558 6,296 5,803 5,403 5,460 4,999
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れた貸金業法（昭和 58 年法律第 32 号）の改正法が完全施行されてから、「融資サービ

ス」に関する相談件数は減少傾向にありますが、現在でも４番目に多い相談件数とな

っています。

県立消費生活センターに寄せられた相談について、年代別に相談の多い商品・サー

ビスを見ると、各年代にわたり「商品一般」の相談件数が全般的に多く、特に 50 歳代

以上の高年齢層においては「商品一般」の相談件数が１位となっています。20 歳未満

と 20 歳代の若い年代では、インターネットゲーム等が含まれる「他の教養・娯楽」に

関する相談が最も多く寄せられています。

また、全国の消費生活センターに寄せられた相談件数と見ると、全年齢・性別で、「商

品一般」の相談がみられ、特に 40 歳以上では１位となっています。定期購入契約に関

連して「化粧品」や「健康食品」の相談も全年齢で多くなっていますが、「化粧品」は

特に 20 歳未満と 20 歳代の男性で脱毛剤などの相談が多くなっています。「賃貸アパー

ト・マンション」の相談は、20 歳代から 50 歳代を中心に幅広い年代にみられます。さ

らに「エステティックサービス」の相談は 20 歳代の女性を中心に多く、「インターネ

ットゲーム」の相談は 20 歳未満の男性に多くなっています。（図表６）

高知県の相談件数と全国とを比較すると、全年代に多い「商品一般」に関する相談

や、20 歳代から 40 歳代を中心に多い「賃貸アパート・マンション」、20 歳未満や 40

歳以上の幅広い年代で「化粧品」に関する相談が多いことなどが共通してみられます。

一方で、高知県では 20 歳代から 50 歳代までの幅広い年代で「融資サービス」の相談

が多くなっています。

6

【図表 4 消費生活相談件数の推移 （国民生活センター）】

(３) 相談の多い商品・サービス

令和３（2021）年度に県立消費生活センターに寄せられた消費生活相談を商品・

サービス 8別に見ると、不審なメールや身に覚えのない請求などの相談を含む、他の

分類に特定できない、又は特定する必要のない「商品一般」に関する相談が最も多

くなっています。次いで相談件数の多い「化粧品」については、インターネットに

よる通信販売の利用が多くなったことで、定期購入に関する消費者トラブルが増加

しています。相談件数 125 件のうち、101 件が定期購入に関する相談となっており、

その割合は８割を超えています。（図表５）

【図表 ５ 相談の多い商品 ・サービスの相談件数 （県立消費生活センター）】

また、平成 29（2017）年度当時と比較すると、193 件の相談があった「融資サービ

ス」は令和３（2021）年度には約半数の 96 件にまで減少しています。平成 22（2010）

年にグレーゾーン金利の廃止や過剰貸付けの抑制（総量規制の導入）などが盛り込ま

順

位
商品・サービス

相談

件数

(件)
備 考

順

位
商品・サービス

相談件数(件)
備 考

R3 年度 R2 年度 R1 年度 H30 年度 H29 年度

１ 商品一般 222 １
放送・コンテ

ンツ等
182 211 263 462

ア ダ ル ト 情 報

サイト等

２ 化粧品 125 ２ 健康食品 168 150 98 122

３ 役務その他 98 ３
融 資 サ ー ビ

ス
101 137 183 193

フ リ ー ロ ー

ン・サラ金

４ 融資サービス 96
フリーロー

ン・サラ金等
４ 化粧品 95 90 55 50

５
借 家 ・ 賃 貸 ア

パート
87 ５

イ ン タ ー ネ

ッ ト 通 信 サ

ービス

89 76 105 131 光ファイバー

8 商品・サービス：令和３年４月から商品・サービスの分類が一部変更され、「放送・コンテンツ等」が廃止さ

れた。「放送・コンテンツ等」に分類していた相談は、「娯楽等情報配信サービス」や「他の教養・娯楽」などに

分類されるようになった。

資料 ：国民生活センター「消費生活年報 2022」

（注 ）割合の数値は平成 27 年度の数値を基準（＝100）としたときの割合

資料 ：県立消費生活センター「消費生活相談状況のまとめ」（平成 30 年度～令和 ３年度 ）
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【図表 ６ 契約当事者年代別相談の多い商品 ・サービス R３年度上位 ５位 】

資料 ：県立消費生活センター「令和 ３年度消費生活相談状況のまとめ」及び国民生活センター「消費生活年報 2022」

◆全体の相談件数が減少する中、高齢者に関する相談件数が増加していることから、

高齢者の消費者被害を防止する取組をより一層充実させることが必要です。

◆20歳代から 50歳代までの幅広い年代で融資サービスに関する相談が多くなってい

ることから、多重債務等に陥らないよう金融教育を充実させることが必要です。

高知県(県立消費生活センター) 全国(PIO-NET)

20

歳

未

満

1 位 他の教養・娯楽 17 件(30.9％) 1 位 インターネットゲーム 4,322 件

2 位 化粧品 10 件(18.2％) 2 位 化粧品 2,938 件

3 位 健康食品 6 件(10.9％) 3 位 健康食品 1,951 件

4 位 商品一般 4 件(7.3％) 4 位 商品一般 1,071 件

4 位 娯楽等情報配信サービス 4 件(7.3％ ) 5 位 アダルト情報 995 件

20

歳

代

1 位 他の教養・娯楽 14 件(9.7％) 1 位 賃貸アパート・マンション 6,183 件

1 位 借家・賃貸アパート 14 件(9.7％) 2 位 内職・副業その他 5,230 件

3 位 融資サービス 11 件(7.6％) 3 位 商品一般 4,150 件

4 位 商品一般 9 件(6.2％) 4 位 エステティックサービス 4,004 件

5 位 電気/役務その他 各 6 件(4.1％ ) 5 位 出会い系サイト・アプリ 2,762 件

30

歳

代

1 位 融資サービス 18 件(9.7％) 1 位 賃貸アパート・マンション 7,420 件

2 位 借家・賃貸アパート 17 件(9.2％) 2 位 商品一般 5,066 件

3 位 自動車 13 件(7.0％) 3 位 化粧品 2,805 件

4 位 商品一般 12 件(6.5％) 4 位 紳士・婦人洋服 2,762 件

5 位 工事・建築 9 件(4.9％) 5 位 移動通信サービス 2,361 件

40

歳

代

1 位 化粧品 23 件(8.3％) 1 位 商品一般 8,194 件

2 位 融資サービス 20 件(7.2％) 2 位 化粧品 6,305 件

3 位 商品一般 16 件(5.8％) 3 位 賃貸アパート・マンション 5,604 件

4 位 借家・賃貸アパート 14 件(5.1％) 4 位 紳士・婦人洋服 4,402 件

5 位 他の教養・娯楽 12 件(4.3％) 5 位 健康食品 4,025 件

50

歳

代

1 位 商品一般 34 件(9.6％) 1 位 商品一般 10,758 件

2 位 融資サービス 24 件(6.8％) 2 位 化粧品 9,975 件

3 位 化粧品 18 件(5.1％) 3 位 健康食品 4,999 件

3 位 移動通信サービス 18 件(5.1％) 4 位 賃貸アパート・マンション 4,116 件

3 位 娯楽等情報配信サービス 18 件(5.1％) 5 位 移動通信サービス 3,906 件

60

歳

代

1 位 商品一般 47 件(13.6％) 1 位 商品一般 12,028 件

2 位 化粧品 34 件(9.8％) 2 位 化粧品 8,889 件

3 位 移動通信サービス 14 件(4.0％) 3 位 インターネット接続回線 3,580 件

3 位 役務その他 14 件(4.0％) 4 位 健康食品 3,547 件

5 位 娯楽等情報配信サービス 13 件(3.8％) 5 位 移動通信サービス 3,536 件

70

歳

以

上

1 位 商品一般 72 件(12.3％) 1 位 商品一般 21,635 件

2 位 相談その他 34 件(5.8％) 2 位 化粧品 8,584 件

3 位 化粧品 27 件(4.6％) 3 位 健康食品 8,583 件

3 位 役務その他 27 件(4.6％) 4 位 移動通信サービス 6,753 件

5 位 工事・建築 26 件(4.4％) 5 位 他の役務サービス 6,413 件

課題
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このように高齢化の進行と相まって、単身高齢者が増加して独居化が進んでいます。

総務省の令和３（2021）年通信利用動向調査によると、60 歳代のインターネット利

用率は 84.4 パーセント、70 歳代が 59.4 パーセント、80 歳以上が 27.6 パーセントと

なっており、多くの高齢者がインターネットを利用しています。（図表９）

【図表 ９ 年代別インターネット利用状況 】

さらに、同調査によると、この５年間のスマートフォンの利用率は、多くの年代に

おいて増加傾向にあります。特に 60 歳代や 70 歳代については、スマートフォンの利

用率は大幅に増加しています。（図表 10）

【図表 10 年代別スマートフォン利用率の推移 】

資料 ：総務省 「通信利用動向調査 」（平成 29 年～令和 ３年 ）

高齢者の独居化が進む中、インターネットやスマートフォンの利用率が増加してお

り、県立消費生活センターに寄せられる相談のうち、通信販売におけるインターネッ

ト利用に関する相談件数は、50 歳代以下の相談件数が減少している中で、60 歳代及び

70 歳以上の高年齢層の相談件数は増加しています。（図表 11）

資料 ：総務省 「令和３年通信利用動向調査 」
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(１) 相談件数の推移

令和３（2021）年度に県立消費生活センターに寄せられた消費生活相談のうち、

20 歳未満の人からの相談は 55 件、20 歳代の人からの相談は 145 件でした。20 歳代

の人からの相談件数は、20 歳未満の人からの相談件数と比べると約 2.6 倍となって

おり、成年になると相談件数が急増する傾向にあります。（図表 16）

また、20 歳代からの相談内容は、借家・賃貸アパートに関する相談や、融資サー

ビスの相談が多くなっています。

令和４（2022）年４月から成年年齢が引き下げられ、18 歳から成年となることで、

18 歳や 19 歳の新成年が消費者被害に遭うことが懸念されています。

本県では、就職や進学等を機に県外へ転出する若者も少なくないため、親元を離

れ自分一人で判断せざるを得ない状況で、様々なトラブルや被害に遭う可能性も高

くなります。

【図表 16 令和 ３年度年齢層別消費生活相談件数 】

資料 ：県立消費生活センター「令和 ３年度消費生活相談状況のまとめ」

(２) 県民意識調査の結果

未成年から成年になる高校生等は、消費者の権利と責任が大きく変化します。県

では、高校生等の若者の消費者トラブルの実態等を調査するため、「高校生を対象と

した消費生活等に係る県民意識調査」（以下「高校生への意識調査」という。）を実

施し、県内の高校１・２年生 1,471 人の回答を得ました。（※調査の概要については

附属資料参照）

「『成年年齢引下げ』について、あなたはどのように感じますか。」という問いに

対して、「消費者被害に遭うかもしれないと不安に感じる」と回答した人の割合は

21.3 パーセントでした。そのうち、「被害に遭うかもしれないと、あなたが不安に思

っている消費者トラブルはどのようなことですか。」という問いに対して、「スマホ

やネット回線などの”通信契約”トラブル」と回答した人の割合が 58.0 パーセント、

「情報商材やマルチなどの”もうけ話”トラブル」と回答した人の割合が 48.7 パー

セントでした。（図表 17、18）

第４節 成年年齢引下げの状況
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約 2.6 倍

12

【図表 14 消費者被害 ・トラブルにあった一番の原因 （60 歳以上 ）】

資料 (図表 12～14)： 「県民意識調査 」(高知県 ・令和 ４年 ９月実施 )

また、「あなたが普段、情報を得るために利用している手段・メディア等はどれで

すか。」という問いに対しては、「テレビ(ニュース、報道番組など)」と答えた人が

87.9 パーセントと最も多く、次いで「新聞」が 60.8 パーセントという結果となりま

した。（図表 15）

【図表 15 情報収集の手段 （60 歳以上 ）】（３つまで回答 ）

資料 ：「県民意識調査 」(高知県 ・令和 ４年 ９月実施 )

◆一人暮らしの高齢者等が被害に遭わないよう、高齢者の見守りが必要です。

◆高齢者を狙った悪質商法や巧妙な手口による詐欺など、消費者被害の未然防止、

早期発見及び拡大防止を図るため、効果的な情報提供や啓発活動が重要となりま

す。高齢者に情報が届くよう、高齢者がよく利用するメディアでの情報提供や広

報啓発を行う必要があります。

課題

20.0%

20.0%

17.0%

10.4%

5.9%

4.4%

4.4%

9.6%

8.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

事業者に消費者保護の意識が薄く、自社の利益追求が優先されているから

意図的にだまそうという悪意がある事業者だったから

商品やサービスについての説明が不十分だったから

商品の購入やサービスの利用にあたって、契約内容を理解できていなかったから

自分の消費生活に関する情報に関心を持つ度合いが低いから

誰にも相談せず、自分一人で解決しようとしたから

人に勧められ、内容を十分検討することなく、無意識的に契約したから

その他

無回答
N=135

87.9%

60.8%

29.4%

24.7%

18.5%

10.7%

8.8%

8.0%

5.4%

2.0%

0.6%

0.7%

2.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

テレビ(ニュース、報道番組など)

新聞

家族や友人からの情報

インターネット(YouTube、インターネットTVを含む)

テレビCM

ラジオ

本、雑誌(週刊誌や専門誌を含む)

ポスター、チラシ

SNS(LINEやInstagram、Facebook、TikTok、Twitterなど)

メール、メールマガジン

学校(授業や教員からの情報)

その他

無回答 N=701
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【図表 19 「18 歳になればできる」と認められているものの正答率 （高校 １、２年生 ）】（複数回答 ）

資料 ：「高校生への意識調査 」（高知県 ・令和 ４年 ９月実施 ）

「あなたが普段、情報を得るために利用している手段・メディア等はどれですか。」

という問いに対しては、「テレビ（ニュース、報道番組など）」が 68.7 パーセント、

次いで「インターネット（YouTube、インターネットＴＶを含む。）」が 63.8 パーセ

ントという結果になりました。（図表 20）

【図表 20 情報収集の手段 （高校 １、２年生 ）】（３つまで回答 ）

資料 ：「高校生への意識調査 」（高知県 ・令和 ４年 ９月実施 ）

◆本県では、未成年から成年になる 18 歳で県外へ転出する若者も多く、その時期に

消費者トラブルに遭わないよう、中学生や高校生への消費者教育を充実させるこ

とが必要です。

◆情報収集にインターネットを利用している若者が多く、若者が情報収集に利用し

ている媒体での情報提供や広報啓発が必要です。

課題

91.2%

89.5%

84.6%

67.8%

64.9%

59.3%

59.1%

53.2%

24.6%

13.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

飲酒・喫煙(×)

競馬や競輪などの公営ギャンブル(×)

養子を迎える(×)

結婚(○)

中型自動車運転免許の取得(×)

普通自動車運転免許の取得(○)

クレジットカードを作る、ローンを組む(○)

国政選挙等の投票、選挙運動(○)

司法書士や薬剤師免許などの国家試験の取得(○)

パチンコ(○)

68.7%

63.8%

56.8%

18.4%

17.1%

8.1%

7.5%

5.8%

3.3%

2.2%

2.2%

0.1%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

テレビ(ニュース、報道番組など)

インターネット(YouTube、インターネットTVを含む)

SNS(LINEやInstagram、Facebook、TikTok、Twitterなど)

テレビCM

家族や友人からの情報

新聞

学校(授業や教員からの情報)

本、雑誌(週刊誌や専門誌を含む)

ラジオ

ポスター、チラシ

メール、メールマガジン

その他

無回答
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【図表 17 成年年齢引下げの受け止め（高校 １、２年生 ）】（複数回答 ）

【図表 18 不安な消費者 トラブル（高校 １、２年生 ）】（複数回答 ）

資料 （図表 17・18）：「高校生への意識調査 」（高知県 ・令和 ４年９月実施 ）

「『18 歳になればできる』と認められているものとして、正しいと思うものはどれ

ですか。」という問いに対して、「飲酒・喫煙はできない」と正しく回答できた人の

割合が最も高く、次いで「競馬や競輪などの公営ギャンブルはできない」と正しく

回答できた人の割合が２番目に高い結果となりました。

「クレジットカードを作る、ローンを組む」ことができると正しく回答した人は

59.1 パーセントという結果になりました。（図表 19）

各年代の「クレジットカードを作る、ローンを組む」の正答率を見ると、若い世

代ほど正しく選択できている結果となりました。

なお、「『18 歳になればできる』と認められているもの」を全て正しく選べた人の

割合は、全体で 0.2 パーセントという結果になりました。

58.0%

48.7%

47.1%

40.1%

37.9%

36.3%

30.9%

29.9%

24.8%

20.1%

16.6%

0.3%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

スマホやネット回線などの"通信契約"トラブル

情報商材やマルチなどの”もうけ話”トラブル

消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの"借金・クレカ"トラブル

賃貸住宅や電力の契約など"新生活関連"トラブル

誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など"ＳＮＳきっかけ"トラブル

音楽・動画配信やファッション、飲食などの"サブスク"トラブル

健康食品や化粧品などの"定期購入"トラブル

就活商法やオーディション商法などの"仕事関連"トラブル

エステや美容医療などの"美容関連"トラブル

出会い系サイトやマッチングアプリの"出会い系"トラブル

デート商法などの"異性・恋愛関連"トラブル

その他

無回答
N=314

31.9%

30.3%

21.3%

14.8%

14.3%

7.5%

3.3%

27.5%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

プレッシャーに感じる

なんとなく面倒に感じる

消費者被害に遭うかもしれないと不安に感じる

法律や制度について詳しく知ろうと思う

より早く大人の仲間入りができてうれしい

社会の一員として期待されていると思う

その他

特に何とも思わない

無回答
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(２) トラブルや被害に遭わないために重要なこと

「商品を購入したりサービスを利用するうえで、トラブルや被害にあわないために

は、何が重要だと思いますか。」という問いに対して、「契約の際には冷静になって

考えるなど慎重に行動する」と回答した人の割合が 75.7 パーセントと最も高く、「家

族に相談する」、「商品を購入したりサービスを利用するうえで、トラブルや被害に

あった事案に関する情報が提供される」が続きました。（図表 28）

また、「商品を購入したりサービスを利用するうえで、あなたが適切な判断をし、

トラブルや被害にあわないようにするために、行政に望むことは何ですか。」という

問いに対して、「消費者被害やリコール等の情報を提供してほしい」と回答した人の

割合が 59.0 パーセントと最も高く、「身近な場所で専門的知識のある相談員に相談

できるようにしてほしい」、「相談窓口の情報を提供してほしい」との回答が続きま

した。（図表 29）

【図表 28 トラブルや被害にあわないために重要なこと】（３つまで回答 ）

【図表 29 トラブルや被害にあわないために行政に望むこと】（３つまで回答 ）

資料 （図表 28・29）：「県民意識調査 」（高知県 ・令和 ４年９月実施 ）

75.7%

42.7%

31.5%

31.0%

24.3%

18.0%

12.6%

6.9%

5.2%

2.2%

2.2%

0.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

契約の際には冷静になって考えるなど慎重に行動する

家族に相談する

商品を購入したりサービスを利用するうえで、トラブルや被害にあっ

た事案に関する情報が提供される

事業者が商品・サービスの内容等について分かりやすく説明・表示す

る

消費者の相談に対応するための身近な行政相談窓口を充実させる

学校における消費者教育を充実させる（学校で子どもたちが学習する

機会を増やす、使用する教材を吟味するなど）

知人、地域などでトラブルや被害にあった事案に関する情報交換、声

かけをする

事業者が相談窓口を充実させる

消費生活に関する学習機会が提供される

民生委員・児童委員や地域包括支援センターなどに見守り活動をして

もらう

無回答

その他

59.0%

38.1%

34.8%

26.3%

16.8%

16.6%

11.7%

11.0%

8.0%

7.4%

2.9%

2.0%

3.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

消費者相談や商品リコールなどの情報を提供してほしい

身近な場所で専門的知識のある相談員に相談できるように

してほしい

消費生活センターなどの相談窓口をＰＲしてほしい

小・中学校、高等学校の授業において消費者教育を充実し

てほしい

大学生や新社会人に対する消費者教育を充実してほしい

身近な場所で弁護士など専門家に相談する機会を設けてほ

しい

苦情相談などに対する事業者の取組を支援してほしい

消費者問題に取り組む消費者団体、市民団体等の活動を支

援してほしい

地域で見守る仕組みをつくってほしい

地域で消費生活に関して学習できる機会を増やしてほしい

民生委員・児童委員など地域で見守りをしている方への研

修を充実してほしい

その他

無回答
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【図表 25 トラブルや被害にあった時の相談先 】（複数回答 ）

【図表 26 トラブルや被害をどこにも相談しなかった理由 】（３つまで回答 ）

資料 （図表 25・26）：「県民意識調査 」（高知県 ・令和 ４年 ９月実施 ）

「あなたが知っている消費生活相談窓口はどれですか。」という問いに対しては、

「消費生活センター」と回答した人の割合は 68.0 パーセントで最も高い認知度とな

っています。

一方で、「知っている相談窓口がない」と回答した人の割合は 13.7 パーセントと

いう結果になりました。（図表 27）

【図表 27 知 っている消費生活相談窓口 】（複数回答 ）

資料 ：「県民意識調査 」（高知県 ・令和４年 ９月実施 ）

29.1%

17.5%

16.2%

9.9%

7.3%

2.9%

0.5%

0.3%

0.3%

3.1%

30.6%

10.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

家族、友人、同僚などの身近な人

商品、サービスの販売店、代理店など

消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口

商品、サービスの提供元であるメーカーなど

警察

弁護士、司法書士

地域包括支援センター、あったかふれあいセンター

民生委員、児童委員

学校の教職員

その他

どこにも相談しなかった

無回答

46.2%

41.9%

15.4%

14.5%

12.0%

7.7%

8.5%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

相談しても仕方ないと思った

被害が小さいなど、相談するほどのトラブルとは思わなかった

相談するのが面倒だった

どこに相談すればよいか分からなかった

気まずい思いをしたり、もめごとになるのが心配だった

忙しくて相談する時間がなかった

その他

無回答

68.0%

33.8%

29.4%

17.4%

14.0%

11.7%

11.6%

5.4%

0.6%

13.7%

2.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

消費生活センター

警察

市町村役場

国民生活センター

消費者ホットライン(電話番号188番(いやや))

日本司法支援センター(法テラス)

弁護士会・司法書士会

メール相談(消費生活センター)

その他

知っている相談窓口はない

無回答

N=382

N=117
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「消費者問題への関心度」と「消費者トラブルや被害の経験」との関係をみると、

消費者問題に【関心がある】と回答した人のうち、「消費者トラブルや被害にあった

経験がある」と回答した人の割合は 28.5 パーセントとなりました。一方で、消費者

問題に【関心がない】と回答した人のうち、「消費者トラブルや被害にあった経験が

あった」と回答した人の割合は 12.6 パーセントとなっており、消費者トラブルや被

害の経験がある人の方が消費者問題に関心があることがうかがえます。（図表 34）

また、「消費者トラブル防止のための行動」と「消費者トラブルや被害の経験」と

の関係をみると、【行動している】と回答した人のうち、「消費者トラブルや被害に

あった経験がある」と回答した人の割合は 37.3 パーセントとなっており、【行動し

ていない】と回答した人のうち、「消費者トラブルや被害にあった経験がある」と回

答した人の割合は 17.5 パーセントとなりました。消費者トラブルや被害の経験があ

る人の方が消費者トラブル防止のための行動をしていることがうかがえます。（図表

35）

【図表 34 消費者問題への関心度と消費者被害の経験 】 【図表 35 消費者 トラブル防止のための行動と消費者被害の経験 】

資料 （図表 34・35）：「県民意識調査 」及び「高校生への意識調査 」（高知県 ・令和 ４年 ９月実施 ）

(４) 関心のある消費者トラブル

「あなたが注意点や対応方法を知りたい消費者トラブルはどれですか。」という問

いに対して、「架空請求」と回答した人の割合は 51.5 パーセント、「不当請求（高額

請求など）」と回答した人の割合は 38.3 パーセントとなっています。（図表 36）

また、「あなたは、今後、消費生活に関する内容について、どのようなことを知り

たいと思いますか。」という問いに対して、「悪質商法などの手口とトラブルへの対

処」と回答した人の割合は 47.4 パーセントと最も高く、「消費者に関わりの深い法

律、制度」、「電子マネーやＱＲコード決済など、キャッシュレス決済に関する知識」

が続きました。（図表 37）

【図表 36 注意点や対応方法を知りたい消費者 トラブル】（複数回答 ）

資料 ：「県民意識調査 」（高知県 ・令和 ４年 ９月実施 ）

51.5%

38.3%

33.2%

31.3%

29.5%

28.3%

26.5%

25.9%

24.1%

22.8%

18.1%

17.4%

16.3%

14.2%

13.3%

11.1%

10.4%

10.0%

9.5%

6.6%

3.7%

2.4%

1.9%

5.7%

3.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

架空請求

不当請求(高額請求など)

電話勧誘販売

容易に解約できないサブスク

違法性のあるマルチ商法

詐欺的な定期購入商法

無料商法

悪質な訪問販売

送りつけ詐欺

特殊詐欺(振り込め詐欺など)

悪質な訪問購入(買い取り)

ゲーム課金トラブル

便乗商法

産地・原材料偽装

パソコンサポート詐欺

借金(ローン)、多重債務

食品等への異物混入

サイドビジネス商法

製品事故

販売預託商法

デート商法(国際ロマンス詐欺など)

タレント・モデル契約に関連したトラブル

その他

いずれにも関心がない

無回答

28.5

12.6

70.9

86.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【関心がある】

【関心がない】

被害経験がある 被害経験がない

37.3

17.5

61.3

82.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【行動している】

【行動していない】

被害経験がある 被害経験がない
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(３) 消費者問題への関心

「あなたは消費者問題についてどのくらい関心がありますか」という問いに対して、

「どちらかといえば関心がある」と回答した人の割合は 37.3 パーセントと最も高い

結果となりました。「関心がある」又は「どちらかといえば関心がある」（以下【関

心がある】という。）と回答した人の割合は 57.2 パーセント、「あまり関心がない」

又は「関心がない」（以下【関心がない】という。）と回答した人の割合は 19.4 パー

セントとなりました。（図表 30）

また、「あなたは消費者トラブル防止のために自分で情報収集をしたり、講座やイ

ベントに参加するなどの行動をとっていますか。」という問いに対して、「行動して

いない」と回答した人の割合が 42.7 パーセントと最も高く、次いで「あまり行動し

ていない」と回答した人が 25.4 パーセントとなりました。「行動している」又は「や

や行動している」（以下【行動している】という。）と回答した人の割合は 15.8 パー

セント、「あまり行動していない」又は「行動していない」（以下【行動していない】

という。）と回答した人の割合は 68.1 パーセントとなりました。（図表 31）

【図表 30 消費者問題への関心 】 【図表 31 消費者 トラブル防止のための行動 】

資料 （図表 27・28）：「県民意識調査 」（高知県 ・令和 ４年 ９月実施 ）

「消費者問題への関心度」と「消費者トラブル防止のための行動」の関係をみると、

【関心がある】と回答した人のうち【行動している】と回答した人の割合は 23.3 パ

ーセントであるのに対し、【関心がない】と回答した人のうち【行動している】と回

答した人の割合は 3.0 パーセントと低くなっており、消費者問題に関心のある人が

消費者トラブル防止のための行動をしていることがうかがえます。（図表 32）

関心度と行動のギャップを年代別に見ると、40 歳代以上の方は関心度・行動指数

ともに比較的高く、消費者トラブル防止のためのさらなる行動が期待できる層とな

っています。（図表 33）

【図表 32 消費者問題への関心と行動 】 【図表 33 意識 と行動のギャップについて】

資料 （図表 32・33）：「県民意識調査 」及び「高校生への意識調査 」（高知県 ・令和 ４年 ９月実施 ）

17歳以下18～19歳

20歳代 30歳代

40歳代
50歳代

60歳代

70歳以上

2.5

2.75

3

3.25

3.5

3.75

4

1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5

消
費

者
問

題
へ
の

関
心

度

消費者トラブル防止のための行動

意識と行動のギャップについて【年代別】

関心がある, 19.8%

どちらかといえば関心

がある, 37.3%

あまり関心がない, 

15.3%

関心がない, 4.2%

どちらともいえない, 

22.2%

無回答, 1.2%

【関心がある】, 

57.2%

【関心がない】, 19.4%

行動している, 

3.2%
やや行動している, 

12.5%

あまり行動してい

ない, 25.4%

行動していない, 

42.7%

どちらともいえな

い, 15.1%

無回答, 1.0%

【行動している】, 

15.8%

【行動していない】, 68.1%

23.3

3.0 

56.7

93.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【関心がある】

【関心がない】

【行動している】 【行動していない】
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(５) 情報収集ツール

「あなたが普段、情報を得るために利用している手段・メディア等はどれですか。」

という問いに対して、「テレビ（ニュース、報道番組など）」と回答した人の割合は

81.4 パーセントと最も高く、「インターネット（YouTube、インターネットＴＶを含

む。）」、「新聞」と続きました。（図表 39）

また年代別にみると、全世代でテレビの割合が高くなっていますが、若い年代で

はインターネットやＳＮＳの利用も多くなっています。特に 18、19 歳は、情報を得

る手段としてＳＮＳの利用が最も多く、次いでインターネットの利用が多くなって

います。（図表 40）

【図表 39 情報収集の手段 】（３つまで回答 ）

【図表 40 年代別情報収集の手段 】（３つまで回答 ）

資料 （図表 39・40）：「県民意識調査 」（高知県 ・令和 ４年 ９月実施 ）

◆消費者トラブルや被害を防ぎ、潜在化させないために、事例の情報提供や相談窓

口の利用方法等の周知が必要です。

◆年代によって、情報収集に利用する媒体が異なるため、対象に合わせた手段での

情報提供や広報啓発が必要です。

課題

81.4%

48.9%

42.7%

24.3%

20.4%

17.1%

8.4%

7.5%

5.6%

3.2%

1.3%

0.7%

1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

テレビ(ニュース、報道番組など)

インターネット(YouTube、インターネットTVを含む)

新聞

家族や友人からの情報

SNS(LINEやInstagram、Facebook、TikTok、Twitterなど)

テレビCM

ラジオ

本、雑誌(週刊誌や専門誌を含む)

ポスター、チラシ

メール、メールマガジン

学校(授業や教員からの情報)

その他

無回答

66.2 

69.1 

69.8 

78.0 

80.9 

88.3 

87.5 

67.7 

79.4 

77.7 

72.0 

63.3 

39.1 

12.2 

12.3 

14.7 

11.5 

25.4 

43.0 

56.0 

64.9 

26.2 

13.2 

21.6 

20.1 

18.7 

28.0 

30.6 

70.8 

69.1 

43.9 

27.7 

15.5 

7.7 

3.5 

13.8 

10.3 

15.1 

18.2 

15.5 

17.5 

19.4 

3.1 

1.5 

4.3 

10.2 

5.6 

9.5 

11.7 

1.5 

2.9 

7.2 

8.0 

6.4 

10.2 

7.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18歳・19歳

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

テレビ(ニュース、報道番組など) インターネット(YouTube、インターネットTVを含む)

新聞 家族や友人からの情報

SNS(LINEやInstagram、Facebook、TikTok、Twitterなど) テレビCM

ラジオ 本、雑誌(週刊誌や専門誌を含む)

ポスター、チラシ メール、メールマガジン

学校(授業や教員からの情報) その他
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【図表 37 今後知りたい消費生活に関する内容 】（複数回答 ）

資料 ：「県民意識調査 」（高知県 ・令和 ４年 ９月実施 ）

「消費者被害の内容」と「消費生活に関する内容について知りたいこと」との関

係をみると、「食の安全に関すること」、「その他」を除いた全ての被害内容で「消費

者に関わりの深い法律、制度」を選んだ人の割合が４割以上と最も多く、「食の安全

に関するもの」、「その他」を選んだ人の割合は３割以上と最も多くなっています。（図

表 38）

【図表 38 消費者被害の内容と消費生活に関して知りたいこと】（３つまで回答 ）

資料 ：「県民意識調査 」（高知県 ・令和 ４年 ９月実施 ）

47.4%

30.2%

27.2%

18.4%

17.4%

14.8%

13.0%

12.3%

8.9%

8.7%

7.7%

7.6%

6.6%

5.6%

2.5%

2.1%

1.9%

1.5%

0.5%

4.8%

3.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

悪質商法などの手口とトラブルへの対処

消費者に関わりの深い法律、制度

電子マネーやＱＲコード決済など、キャッシュレス決済に関する知識

クレジットカードのしくみやローンなど、金融に関する知識

商品やサービスの安全性やリコール情報

食品の安全性や食品表示制度

消費生活トラブルの相談窓口の役割や利用方法

くらしに役立つ衣食住などに関する知識

食品ロスの削減

不動産取引や、資産形成に関する情報

家計管理や生活設計についての知識

節電・節水など省エネの実践

地産地消の商品の購入

環境に配慮した商品やサービスの選択

マイバッグ・マイ箸等の利用

フェアトレード製品等の購入

消費者問題に取り組む団体・グループなどの活動

講座や催しなどのイベント情報

その他

特にない

無回答
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8.9 
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15.7 

18.2 

6.5 

4.4 

5.4 
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6.2 

8.5 

7.1 

11.5 

4.3 

9.1 

6.5 

7.3 
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6.2 
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8.3 

3.1 

8.5 

8.3 

5.8 

12.9 

3.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

架空請求、不当請求、振り込め詐欺などに関するもの

商品、サービスの内容に関するもの

商品、サービスの価格に関するもの

内容、価格以外の契約に関するもの

解約、返品、交換に関するもの

販売方法に関するもの

事後の対応、苦情への対応に関するもの

個人情報に関する野の

食の安全に関するもの

その他

消費者に関わりの深い法律、制度 悪質商法などの手口やトラブルへの対処

商品やサービスの安全性やリコール情報 クレジットカードのしくみやローンなど、金融に関する知識

電子マネーやＱＲコード決済など、キャッシュレス決済に関する知識 くらしに役立つ衣食住などに関する知識

講座や催しなどのイベント情報 消費生活トラブルの相談窓口の役割や利用方法

食品ロスの削減 マイバッグ・マイ箸等の利用

食品の安全性や食品表示制度
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近年、地震や台風、集中豪雨などの自然災害が頻発・激甚化しています。非常時に

おいても、単に自己の利益のみに終始した消費行動をとるのではなく、他者への配慮

や社会的な影響にも高い関心を持ち行動することが求められています。

令和２（2020）年に新型コロナウイルス感染症が拡大した際には、「新型コロナウイ

ルスの影響でトイレットペーパーがこれから不足する」というデマがＳＮＳ上で流れ、

全国でトイレットペーパー等の紙製品の買いだめによる品不足が生じるなどの消費行

動が一因となる問題が発生しました。

また、地震や豪雨災害などが発生した際にも、買いだめや住宅の補修等の生活基盤

の再建に乗じた消費者被害が起こる可能性があります。災害時には不確かな情報が拡

散され、不安感が高まることによって、冷静な行動ができなくなることがあるため、

平時以上に注意が必要です。

その一方で、こうした自然災害等の経験は、消費者の価値観や意識を変え、持続可

能な社会への関心を高めるきっかけともなります。エシカル消費についての関心も高

まっており、被災地の産品を積極的に購入することで被災地を応援する等、消費者の

具体的な行動を促すことが重要です。

【図表 41 新型コロナウイルス感染症関連の商品 ・サービス別上位相談件数 】

件数 ：県立消費生活センター「令和 ３年度消費生活相談状況のまとめ」

◆近い将来起こる南海トラフ地震や豪雨災害等の大規模災害時に消費者トラブルに

遭わないよう、また、非常時でも適切な消費行動を取れるよう消費者教育が必要

です。

◆消費者の不安をあおる悪質商法等を防止するため、正確かつタイムリーな情報提

供が必要です。

商品・サービス Ｒ３年度 Ｒ２年度 主な相談内容

１ 他の保健衛生品 10 49 注文した覚えのないマスクが届いた。

２

魚介類 6 3
電話勧誘で、コロナで困っていると言われ、断

り切れずに海鮮セットを契約してしまった。

融資サービス 6 6
コロナの影響で収入が減少し、返済に困ってい

る。

他の行政サービス 6 19
公的機関から給付に関する封書が届いた。信用

してよいか。

５

借家・賃貸アパート 4 4
入 居して いない 賃貸 アパー トの光 熱費等 の支

払を断れないか。

他の保健・福祉 4 2
労災申請中だが、コロナの影響で手続が進まず

困っている。

その他 35 118

合 計 71 201

第６節 大規模災害時等の緊急時の消費行動

課題
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令和４（2022）年度実施した県民意識調査によると、消費者トラブルに遭った際、

消費生活相談窓口に相談しなかった理由として「相談しても仕方ないと思った」と回

答した人が多く、消費生活相談窓口の役割についてさらなる周知が必要です。

「商品を購入したりサービスを利用するうえで、あなたが適切な判断をし、トラブ

ルや被害にあわないようにするために、行政に望むことは何ですか。」という問いに対

しては、「消費者相談や商品リコールなどの情報を提供してほしい」という回答が最も

多く、次いで「身近な場所で専門的知識のある相談員に相談できるようにしてほしい」

という回答が多い結果となりました。

また、高校生については「小・中学校、高等学校の授業において消費者教育を充実

してほしい」という回答が最も多く、学習指導要領に基づいた消費者教育の徹底が必

要です。（図表 42）

【図表 42 トラブルや被害に遭わないために行政に望むこと（17 歳以下 ）】（３つまで回答 ）

◆切れ目のない消費者教育を推進するため、小・中学校、高等学校の授業において

消費者教育を充実し、成年年齢引下げ後の消費者教育の実践・定着に向けて、教

育委員会や学校とのさらなる連携が必要です。

◆市町村が消費者教育（消費者行政）の専門性の維持・向上を図るために、人材育

成や情報提供等を通じたさらなる支援が必要です。

◆テレビやインターネットなどの広報媒体による消費生活相談窓口等の情報提供や、

より身近に相談ができる体制づくりが必要です。

46.6%

45.2%

32.6%

27.7%

22.0%

17.4%

14.2%

9.5%

8.5%

8.4%

5.0%

0.6%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

小・中学校、高等学校の授業において消費者教育を充実し

てほしい

消費者相談や商品リコールなどの情報を提供してほしい

身近な場所で専門的知識のある相談員に相談できるように

してほしい

消費生活センターなどの相談窓口をＰＲしてほしい

地域で見守る仕組みをつくってほしい

大学生や新社会人に対する消費者教育を充実してほしい

身近な場所で弁護士など専門家に相談する機会を設けてほ

しい

苦情相談などに対する事業者の取組を支援してほしい

地域で消費生活に関して学習できる機会を増やしてほしい

消費者問題に取り組む消費者団体、市民団体等の活動を支

援してほしい

民生委員・児童委員など地域で見守りをしている方への研

修を充実してほしい

その他

無回答

資料 ：「高校生への県民意識調査 」（高知県 ・令和４年 ９月実施 ）

課題

26

成年年齢引下げによる消費者被害拡大が懸念される高等学校段階のみならず、幼

少期からの切れ目のない消費者教育とその定着に向けて、若年者の消費者教育に取

り組んでいく必要があります。

◆消費者教育の定着を図るため、教員に対し、消費者教育の意義や趣旨の周知・徹

底が必要です。

◆関係機関と連携しながら、各校種において児童生徒の特性や発達段階に応じた消

費者教育の充実を図っていく必要があります。

◆大学等での消費者教育の普及を図るとともに、ＳＮＳ等のツールを活用し、消費

生活に関する知識の普及や情報の収集・提供の機会を拡大することが必要です。

県では、昭和 47（1972）年に県立消費生活センターを設置し、消費生活相談に応じ

るとともに、消費生活に関する知識の普及や情報の収集・提供を行っています。

消費者教育の取組としては、学校や地域において相談員による出前講座を実施して

おり、受講者の年代や特性に応じた内容で、消費者トラブルの事例や対処法を紹介し、

消費者トラブルの未然防止に努めています。令和２（2020）年度及び令和３（2021）

年度においては、新型コロナウイルス感染症の拡大により出前講座の実施回数が減少

しましたが、令和４（2022）年度は、前年度の実施回数を上回っています。

そのため、学校と連携した消費者教育の充実や幼少期からの消費者教育がますます

重要となります。

また、高齢者からの消費生活相談が多い本県では、福祉関係者等の見守り活動の担

い手へ、消費者教育や啓発活動を行うなど、社会の意識を高めていくことが必要です。

市町村では、県内 34 市町村のうち、高知市、南国市及び四万十市・宿毛市・土佐清

水市・黒潮町・大月町・三原村の６市町村からなる幡多広域市町村圏事務組合で消費

生活センターを設置しています。平成 23（2011）年度にはその他県内全ての市町村に

消費生活相談窓口が設置されました。

消費生活センターのある８市町村のほか４市町村が単独で小学生や高齢者等を対象

に出前講座を行っており、その他の市町村でも啓発物の配布や広報紙での啓発等を行

っています。

しかし、消費者行政担当者が他の複数の業務を兼務している市町村も多く、消費者

教育を含め消費者行政に関する専門性が維持されにくい状況になっています。

そのため、県では、消費者教育を推進するに当たり、市町村窓口への訪問や情報提

供、意見交換の場を設けるなど、市町村の支援を行っています。

第２節 県・市町村の現状と課題

課題
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学校や県・市町村以外でもそれぞれのノウハウを生かして様々な消費者教育やそれ

に関連した取組を行っている団体があります。

高知県金融広報委員会（事務局：日本銀行高知支店内）では、高校生や大学生等を

対象とした「巣立ちセミナー」を開催しています。巣立ちセミナーでは、多重債務問

題等に巻き込まれないよう、消費者信用 10に関する基本的な知識のほか、契約の知識、

生活設計の重要性等について分かりやすく解説しています。

また、県内の事業者の中には年数回、消費者や従業員を対象に、食の安全安心の研

修会を開催するなど、消費者や従業員が消費生活に関する知識を身につける支援を行

っている事業者や、高校生を対象とした金融・経済の知識を競うクイズ大会の開催や、

お客様や小学生等を対象としたイベントの開催を行っている事業者もあります。

このような消費者教育やそれに関連した取組を行っている団体等は、様々な場で消

費者教育を実施する担い手として期待できることから、効果的に消費者教育を実施す

るため、互いに連携して消費者教育を推進する必要があります。

◆効果的に消費者教育を実施するため、様々な団体等と互いに連携して消費者教育

を推進することが必要です。

10 消費者信用：消費者の信用力をもとにして貸付を行う金融サービス。商品やサービスを後払いで販売する販売

信用と、金銭を直接貸し付ける消費者金融からなる。

第３節 その他団体等の現状と課題

課題
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○消費者教育の計画的な推進

１ 今後の消費者教育の計画的な推進

国は、基本方針に基づき、消費生活に関する教育について各省庁で施策を推進。

地方公共団体は、基本方針を踏まえ、地域の事情・特性に応じた施策を推進。

消費者教育の効果的な推進のため、消費者教育推進会議等を活用し継続的に議

論。

２ 基本方針の達成度の検証

（１）ＫＰＩの検討・設定

アウトプット指標とアウトカム指標を整理し、ＫＰＩの設定に向けて検討。

適切なＫＰＩの設定が容易でない施策については、調査研究の実施とそれを踏ま

えた対応を検討。

ＫＰＩを設定している事例等を収集・情報提供すること等により、各地方公共団

体の推進計画においてＫＰＩが設定されることを促す。

（２）各都道府県等での推進計画策定

都道府県では、全てで推進計画が策定されていることを踏まえ、内容の充実、Ｐ

ＤＣＡサイクルの確立等、実効性の確保を目指すとともに、広域的視点から管内市

町村の取組を支援。

市町村では、それぞれの状況に応じた形での推進計画の策定を目指す。

（３）実施状況の把握、基本方針の見直し

今期の基本方針の対象期間を７年間としたことを踏まえ、社会経済情勢の変化や

新たな課題に対応するため、必要に応じて基本方針の変更の必要性を検討。
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附 属 資 料
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７ 消費者教育に関する施策を講ずるに当たっては、環境教育、食育、国際理解教育その他

の消費生活に関連する教育に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮が

なされなければならない。

（国の責務）

第４条 国は、自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができる

自立した消費者の育成が極めて重要であることに鑑み、前条の基本理念（以下この章にお

いて「基本理念」という。）にのっとり、消費者教育の推進に関する総合的な施策を策定

し、及び実施する責務を有する。

２ 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の施策が適切かつ効率的に策定され、及び実施

されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、それぞれ

の所掌に係る消費者教育の推進に関する施策を推進しなければならない。

（地方公共団体の責務）

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、消費生活センター（消費者安全法（平成 21

年法律第 50 号）第 10 条の２第１項第１号に規定する消費生活センターをいう。第 13 条第

２項及び第 20 条第１項において同じ。）、教育委員会その他の関係機関相互間の緊密な連

携の下に、消費者教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団

体の区域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（消費者団体の努力）

第６条 消費者団体は、基本理念にのっとり、消費者教育の推進のための自主的な活動に努

めるとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において行われる消費者教育に

協力するよう努めるものとする。

（事業者及び事業者団体の努力）

第７条 事業者及び事業者団体は、事業者が商品及び役務を供給する立場において消費者の

消費生活に密接に関係していることに鑑み、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が

実施する消費者教育の推進に関する施策に協力するよう努めるとともに、消費者教育の推

進のための自主的な活動に努めるものとする。

（財政上の措置等）

第８条 政府は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他

の措置を講じなければならない。

２ 地方公共団体は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置そ

の他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第２章 基本方針等

（基本方針）

第９条 政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針（以下この章及び第４章において

「基本方針」という。）を定めなければならない。

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

（１） 消費者教育の推進の意義及び基本的な方向に関する事項

（２） 消費者教育の推進の内容に関する事項

（３） 関連する他の消費者政策との連携に関する基本的な事項

（４） その他消費者教育の推進に関する重要事項

３ 基本方針は、消費者基本法（昭和 43 年法律第 78 号）第９条第１項に規定する消費者基

本計画との調和が保たれたものでなければならない。
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消費者教育の推進に関する法律

（平成 24 年８月 22 日法律第 61 号）

第１章 総則（第１条～第８条）

第２章 基本方針等（第９条・第 10 条）

第３章 基本的施策（第 11 条～第 18 条）

第４章 消費者教育推進会議等（第 19 条・第 20 条）

第１章 総則

（目的）

第１条 この法律は、消費者教育が、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力

の格差等に起因する消費者被害を防止するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進

のため自主的かつ合理的に行動することができるようその自立を支援する上で重要である

ことに鑑み、消費者教育の機会が提供されることが消費者の権利であることを踏まえ、消

費者教育に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすると

ともに、基本方針の策定その他の消費者教育の推進に関し必要な事項を定めることにより、

消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、もって国民の消費生活の安定及び向上に寄与す

ることを目的とする。

（定義）

第２条 この法律において「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行われる消

費生活に関する教育（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性に

ついて理解及び関心を深めるための教育を含む。）及びこれに準ずる啓発活動をいう。

２ この法律において「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生

活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわ

たって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、

公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。

（基本理念）

第３条 消費者教育は、消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付けるこ

とができる実践的な能力が育まれることを旨として行われなければならない。

２ 消費者教育は、消費者が消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費者市民社会

の形成に参画し、その発展に寄与することができるよう、その育成を積極的に支援するこ

とを旨として行われなければならない。

３ 消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、年

齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行われなければならない。

４ 消費者教育は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場の特性に応じた適切な方法に

より、かつ、それぞれの場における消費者教育を推進する多様な主体の連携及び他の消費

者政策（消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策をいう。第９条第２項第３号

において同じ。）との有機的な連携を確保しつつ、効果的に行われなければならない。

５ 消費者教育は、消費者の消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の

社会経済情勢及び地球環境に与える影響に関する情報その他の多角的な視点に立った情報

を提供することを旨として行われなければならない。

６ 消費者教育は、災害その他非常の事態においても消費者が合理的に行動することができ

るよう、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深めることを旨として行われ

なければならない。
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消費生活等に係る県民意識調査

１ 実施目的

第２期高知県消費者教育推進計画の策定に当たり、高知県民の実情を把握し、施策に

反映させるため。

２ 実施期間

令和４年９月７日（水）～令和４年９月２８日（水）

３ 実施方法

郵送回答、インターネット回答の併用

４ 実施対象

県内全域から１８歳以上の県民３，０００人を抽出（各市町村の「選挙人名簿」より）

５ 回答者数

有効回答者数：１，４９２名（回収率４９．７パーセント）

（内インターネット回答者数：280 名）

６ 実査及び集計

株式会社サーベイリサーチセンター四国事務所

７ 調査結果

高知県県民生活課ホームページに掲載

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/
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高知県消費者教育推進地域協議会（高知県消費生活審議会）委員名簿

（令和４年 11 月４日現在 敬称略）

氏 名 役職・機関名

消
費
者
代
表

佐竹 一夫 高知県生活協同組合連合会 専務理事

手島 千代子 高知県連合婦人会 副会長

福永 早苗 ＪＡ高知女性組織協議会 副会長

本間 ともみ 県民代表（公募）

宮本 光教 県民代表（公募）

事
業
者
代
表

北村 和代 高知県商工会議所女性会連合会 会長

中川 雅人 高知県商工会連合会 専務理事

廣末 幸彦 高知県中小企業団体中央会 副会長

学
識
経
験
者

菊池 直人 高知県立大学 准教授

藤田 由紀子 高知市立浦戸小学校 校長

下元 敏晴 弁護士

宮上 佳恵 弁護士

白石 研二 高知県社会福祉協議会 事務局長

行
政
機
関

笹岡 貴文 高知県町村会 事務局長

上岡 志乃
高知市市民協働部くらし・交通安全課

消費生活センター長



第２期高知県消費者教育推進計画

令和５年３月

高知県文化生活スポーツ部 県民生活課

〒780-8570 高知市丸ノ内１丁目２番 20 号

TEL.088-823-9653 FAX.088-823-9879
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